
　

今
年
の

夏
、
京
都
で

猛
暑
日
が
61

日
と
過
去
最

高
に
な
っ
た
。
我
が
国
の
最
高

気
温
41
・
8
℃
に
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
一
昨
年
43
日
、
昨

年
54
日
か
ら
一
段
と
増
え
て
い

る
。
10
月
に
な
っ
て
も
夏
日
が

あ
り
、
ど
う
な
る
こ
と
か
と

思
っ
て
い
た
ら
、
急
に
涼
し
く

な
り
、
寒
暖
差
が
大
き
く
な
っ

て
、
秋
が
来
た
と
思
っ
た
ら
、

紅
葉
は
足
早
に
進
み
、
冬
が
近

づ
い
た
こ
と
を
感
じ
る
。
四
季

か
ら
二
季
に
近
づ
い
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
▼
今
年
は
熊
の
被

害
も
大
変
多
く
、
人
的
被
害
は

こ
ち
ら
も
統
計
を
取
り
始
め
て

か
ら
過
去
最
高
に
な
っ
た
。
ど

ん
ぐ
り
類
が
不
作
で
、
里
山
の

荒
廃
な
ど
で
山
と
人
里
の
境
が

な
く
な
っ
て
お
り
、
人
間
の
生

活
圏
に
侵
入
す
る
ア
ー
バ
ン
ベ

ア
が
増
加
し
、
食
べ
物
を
求
め

て
人
家
に
も
侵
入
す
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。
餌
が
た
く
さ
ん

あ
る
と
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
空

き
家
で
冬
眠
す
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
ら
し
い
。
早
く
山
に

戻
っ
て
冬
眠
に
入
っ
て
も
ら
い

た
い
も
の
で
あ
る
▼
米
価
も
過

去
最
高
を
更
新
な
ど
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
病
院
も
で
あ
ろ
う

が
、
特
養
で
食
事
の
米
を
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
米
な
ど
に
し
て
し

の
い
で
い
る
。
需
要
の
予
測
が

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
未
来
を
的
確
に
予
想

す
る
な
ど
、
神
な
ら
ぬ
身
に
で

き
る
と
思
う
方
が
お
か
し
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
首
相

は
増
産
に
舵
を
切
る
と
言
っ
た

が
、
代
わ
っ
た
途
端
に
方
向
転

換
し
、
ど
う
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
▼
良
い
こ
と
で
な
ら
い
い
が
、

こ
れ
ら
の
過
去
最
高
は
困
っ
た

こ
と
で
あ
る
。 

（
門
雀
庵
）

　
堀
川
議
員
と
の
懇
談
で
は
、

協
会
か
ら
国
が
進
め
る
新
た
な

地
域
医
療
構
想
の
問
題
点
を
指

摘
。
過
去
の
受
療
率
と
推
計
人

口
を
用
い
た
全
国
一
律
の
計
算

式
で
算
定
し
た
必
要
病
床
数
に

基
づ
い
て
病
床
削
減
を
進
め
て

お
り
、
地
域
の
実
情
を
反
映
し

て
い
な
い
と
強
調
し
た
。

　
堀
川
議
員
は
「
地
域
の
医
療

状
況
を
聞
く
限
り
、
患
者
の
減

少
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
看

護
師
不
足
の
方
が
深
刻
だ
。
過

去
の
受
療
率
だ
け
で
の
病
床
削

減
は
数
字
の
カ
ラ
ク
リ
に
過
ぎ

な
い
」
と
述
べ
、
医
療
費
抑
制

の
た
め
の
病
床
削
減
政
策
に
疑

問
を
呈
し
た
。
さ
ら
に
、
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
創
設

な
ど
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

の
推
進
に
も
慎
重
な
検
討
が
必

要
と
の
考
え
を
示
し
た
。

　
保
団
連
の
大
集
会
で
は
全
日

本
民
医
連
が
現
場
の
深
刻
な
実

態
を
報
告
し
た
。
医
薬
品
、
診

療
材
料
や
給
食
材
料
な
ど
が
値

上
が
り
、
消
費
税
支
払
額
が
増

大
し
て
も
見
合
う
収
入
が
上
乗

せ
さ
れ
な
い
た
め
、
医
療
機
器

の
更
新
や
老
朽
化
し
た
建
物
の

修
繕
、
建
て
替
え
が
で
き
な
い

と
述
べ
、
長
年
に
わ
た
る
低
診

療
報
酬
が
現
在
の
深
刻
な
病
院

経
営
の
危
機
の
根
本
原
因
だ
と

訴
え
た
。

　
患
者
の
立
場
か
ら
は
東
京
保

健
生
活
協
同
組
合
の
組
合
員
理

事
が
発
言
し
た
。
医
療
従
事
者

の
賃
金
が
上
が
ら
な
い
状
況
が

続
く
と
、
高
い
志
で
患
者
に
寄

り
添
お
う
と
思
っ
て
も
限
界
が

あ
る
の
で
は
と
疑
問
を
呈
し
、

新
興
感
染
症
や
災
害
な
ど
の
緊

急
事
態
の
際
に
医
療
機
関
に
余

裕
が
な
け
れ
ば
救
え
る
命
も
救

え
な
く
な
る
と
強
く
訴
え
た
。

　
協
会
は
10
月
30
日
、
京
都
選
出
の
日
本
共
産
党
の
堀
川

朗
子
衆
議
院
議
員
と
事
務
局
が
懇
談
し
た
。
当
日
は
全
国

保
険
医
団
体
連
合
会
（
保
団
連
）
が
全
国
の
保
険
医
協

会
・
医
会
に
呼
び
掛
け
た
国
会
行
動
に
も
参
加
し
た
。

「
診
療
報
酬
の
大
幅
引
き
上
げ
を
求
め
る
大
集
会
」
で
は

医
療
者
と
患
者
の
立
場
か
ら
地
域
医
療
を
守
ろ
う
と
訴
え

た
。
ウ
ェ
ブ
参
加
を
含
め
5
3
0
人
が
参
加
し
た
。

病
床
削
減
の
根
拠
は
数
字
の
カ
ラ
ク
リ
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共
産
　
堀
川
議
員

診
療
報
酬
の
大
幅
引
き
上
げ
を
求
め
国
会
行
動
も

国会議員と懇談

府
県
か
ら
3
5
0
人
、
京
都
か

ら
45
人
（
京
都
協
会
か
ら
15

人
）
が
参
加
し
、
集
会
ア
ピ
ー

ル
で
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ　
命
を
奪
う

政
治
」「
武
器
よ
り
社
会
保
障
」

の
世
論
を
大
き
く
し
よ
う
と
訴

え
た
。

　
基
調
報
告
し
た
兵
庫
県
保
険

医
協
会
の
西
山
裕
康
理
事
長

は
、
医
療
機
関
の
経
営
危
機
は

個
別
の
問
題
で
は
な
く

構
造
の
問
題
で
あ
り
、

物
価
高
、
人
件
費
増
へ

の
対
策
が
至
急
必
要

で
、
防
衛
費
増
額
よ
り

も
社
会
保
障
の
充
実
こ

そ
大
事
で
あ
る
と
述
べ

た
。

　
佛
教
大
学
の
長
友
薫ま

さ

輝て
る
准
教
授
に
よ
る
「
長

友
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
で
は

実
際
に
長
友
ゼ
ミ
に
所

属
す
る
ゼ
ミ
先
に
参
加

し
て
も
ら
う
講
義
形
式
で
講

演
。
現
役
と
高
齢
期
と
い
う
世

代
間
の
分
断
・
対
立
を
煽
り
、

本
来
必
要
な
社
会
保
障
費
の
増

額
等
の
議
論
が
浮
上
し
な
い
よ

う
に
す
る
政
治
手
法
を
批
判
。

社
会
保
障
財
源
と
し
て
消
費
税

は
逆
進
性
が
高
く
、
社
会
保
険

料
は
そ
れ
を
さ
ら
に
上
回
る
と

指
摘
。
さ
ら
に
税
で
も
社
会
保

険
料
で
も
な
い
新
た
な
収
奪
＝

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
」

の
徴
収
が
26
年
度
か
ら
始
ま
る

と
紹
介
し
、
所
得
再
分
配
機
能

を
高
め
、
誰
も
が
安
心
し
て
生

き
ら
れ
る
社
会
、
安
心
し
て
お

金
を
使
う
こ
と
の
で
き
る
社
会

を
つ
く
る
必
要
性
を
説
い
た
。

　
各
地
か
ら
の
報
告
で
は
、
京

都
か
ら
「
5
人
に
1
人
は
身
近

な
病
院
に
入
院
で
き
な
い
」
丹

後
の
現
状
や
舞
鶴
で
進
む
公
的

4
病
院
の
再
編
議
論
の
報
告
が

あ
り
、
さ
ら
に
病
床
削
減
が
進

め
ば
推
計
医
療
需
要
に
対
応
で

き
な
く
な
る
と
の
危
惧
が
示
さ

れ
た
。

　
集
会
後
は
人
通
り
の
多
い
御

堂
筋
で
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
宣
伝
を
行

い
、
京
都
協
会
の
礒
部
博
子
政

策
部
員
が
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の

保
険
適
用
除
外
に
よ
る
負
担
増

に
反
対
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
。

　
オ
ー
ル
近
畿
ア
ク
シ
ョ
ン
2

0
2
5
が
11
月
1
日
、
大
阪
・

難
波
御
堂
筋
ホ
ー
ル
で
開
催
さ

れ
た
。
近
畿
の
保
険
医
協
会
や

社
会
保
障
推
進
協
議
会
な
ど
に

よ
る
実
行
委
員
会
が
主
催
。
各

STOP! 命を奪う政治
オール近畿アクション2025

「身近な病院に入院できない」
丹後地域の切実な声

患
者
負
担
増
反
対
を
訴
え
る

礒
部
政
策
部
員

登
壇
者
の
報
告
を
聞
く

参
加
者

「包括払い」とかかりつけ医 
関連点数の廃止・見直し

　　財務省が暴論

　
「
病
院
に
比
べ
、
診
療
所
が

高
い
利
益
率
を
維
持
し
て
い
る

現
状
を
踏
ま
え
、
病
院
へ
の
重

点
的
な
支
援
の
た
め
、
診
療
所

の
報
酬
の
適
正
化
が
不
可
欠
」

―
2
0
2
6
年
度
診
療
報
酬
改

定
に
向
け
、
財
務
省
の
財
政
制

度
等
審
議
会
・
財
政
制
度
分
科

会
が
秋
の
建
議
に
向
け
た
検
討

で
示
し
た
「
ポ
イ
ン
ト
（
社
会

保
障
①
）」
の
【
医
療
】〈
現
役

世
代
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
〉

に
記
さ
れ
た
文
言
で
あ
る
。
総

論
に
お
い
て
「
骨
太
方
針
2
0

2
5
」
が
社
会
保
障
に
つ
い
て

「
改
革
を
通
じ
た
社
会
保
険
料

負
担
の
抑
制
努
力
の
継
続
と
経

済
・
物
価
動
向
等
へ
の
的
確
な

対
応
」
を
求
め
て
い
る
と
し

て
、「
そ
の
双
方
に
応
え
る
」

と
言
い
つ
つ
「
経
済
・
物
価
高

等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」「
官

民
を
挙
げ
た
賃
上
げ
の
成
果
を

損
な
わ
な
い
よ
う
、
現
役
世
代

の
可
処
分
所
得
の
抑
制
を
回
避

す
る
こ
と
が
最
低
限
の
要
請
」

と
し
て
、
い
か
に
保
険
料
負
担

を
増
や
さ
ず
物
価
高
騰
に
対
応

す
る
か
を
考
え
る
と
言
う
。

　
社
会
保
障
制
度
が
国
家
に
よ

る
生
存
権
保
障
の
仕
組
み
で
あ

り
、
か
つ
社
会
保
険
方
式
を
採

る
限
り
、
社
会
保
険
料
負
担
を

抑
制
す
る
た
め
の
方
策
は
原
理

的
に
た
だ
一
つ
、
公
費
負
担
割

合
の
引
き
上
げ
し
か
あ
り
得
な

い
。
し
か
し
財
務
省
に
公
費
増

額
の
選
択
肢
が
な
い
た
め
「
儲

か
っ
て
い
る
診
療
所
」
と
「
赤

字
に
喘
ぐ
病
院
」
と
い
う
二
項

対
立
を
作
り
出
し
、
診
療
所
か

ら
病
院
へ
の
財
源
付
け
替
え
を

進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
財
務
省
は
「
社
会
医
療
行
為

別
統
計
」
や
「
経
営
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
等
を
駆
使
し
て

デ
ー
タ
を
ま
と
め
、
診
療
所
は

「
高
い
利
益
率
」「
院
長
の
所
得

水
準
は
高
水
準
」「
小
規
模
で

分
散
さ
れ
た
非
効
率
な
提
供
体

制
」「（
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
）
の
算
定
率
は
4
割
止
ま

り
」
な
ど
と
書
き
つ
ら
ね
る
。

そ
の
上
で
診
療
所
の
診
療
報
酬

を
「
出
来
高
払
い
か
ら
包
括
払

い
」
へ
転
換
す
べ
き
と
主
張
す

る
。
こ
れ
は
2
0
2
6
年
1
月

か
ら
報
告
開
始
と
な
る
「
か
か

り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
」
を

将
来
「
登
録
払
い
」
制
度
へ
移

行
す
る
こ
と
を
見
据
え
、「
ふ

さ
わ
し
い
」
報
酬
体
系
を
志
向

し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
各
論
と
し
て
提
言
さ
れ
る
の

は
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告

制
度
に
お
い
て
1
号
機
能
を
持

た
な
い
医
療
機
関
の
初
・
再
診

料
の
減
算
」
と
「
特
定
疾
患
療

養
管
理
料
」
と
「
特
定
疾
患
処

方
管
理
加
算
等
」
の
併
算
定
一

律
不
可
、「
機
能
強
化
加
算
廃

止
」「
外
来
管
理
加
算
は
廃
止

ま
た
は
地
域
包
括
診
療
料
等
に

包
括
」
等
で
あ
る
。

　
高
市
政
権
が
誕
生
し
て
初
め

て
の
診
療
報
酬
改
定
に
期
待
す

る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
財
務
省

の
提
言
は
そ
れ
に
水
を
差
す
形

で
あ
る
。
地
域
医
療
は
病
院
・

診
療
所
と
社
会
福
祉
事
業
者
の

い
ず
れ
が
欠
け
て
も
成
り
立
た

な
い
。
地
域
か
ら
批
判
の
声
を

上
げ
、
財
務
省
の
暴
論
を
実
際

の
改
定
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

写
真
上 

堀
川
議
員

写
真
下  「
地
域
医
療
を
守
ろ
う
」

と
訴
え
る
保
団
連
の
大

集
会
の
参
加
者
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「
地
域
医
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の
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」
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３
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協
会
は
10
月
1
日
、
資
産
形
成
を
テ
ー
マ
に
お
手
軽
ウ
ェ

ブ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
講
師
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
の
阪
本
佳
祐
氏
。
参
加
者
は
4
人
。

　
協
会
は
10
月
15
日
、「
記
帳
と
試
算
表
と
経
営

戦
略
！
」
と
題
し
て
講
習
会
を
開
催
し
た
。
講
師

は
公
認
会
計
士
・
税
理
士
の
山
口
美
賀
氏
。
参
加

者
は
2
人
。

　
阪
本
氏
は
目
的
を
分
け
て
資

産
を
整
理
す
る
こ
と
が
肝
要
と

説
明
。「
短
期
、
中
期
、
長
期

の
時
間
軸
で
お
金
を
種
類
分
け

し
、
住
宅
費
・
光
熱
費
・
食
費

　
山
口
氏
は
、
は
じ
め
に
税
務

申
告
の
た
め
だ
け
の
記
帳
か
ら

経
営
に
活
か
す
記
帳
に
す
る
た

め
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
情
報

を
ま
と
め
る
こ
と
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
（P

lan

﹇
計
画
﹈

D
o

﹇
実
行
﹈Check

﹇
評
価
﹈

A
ction

﹇
対
策
﹈）
の
基
礎

資
料
と
す
る
こ
と
を
説
明
。

「
財
務
情
報
と
な
る
会
計
に
関

す
る
情
報
だ
け
で
な
く
、
非
財

務
情
報
の
患
者
数
や
そ
の
日
の

天
気
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
で

自
院
の
患
者
数
の
変
動
や
傾
向

が
見
て
と
れ
る
」
と
述
べ
た
。

　
そ
の
上
で
、
損
益
計
算
書

（
Ｐ
Ｌ
：P

rofit &

 L
oss 

iD
eC
o 

に
振
り
分
け
て
は
ど

う
か
」
と
提
案
し
た
。

　
ま
た
「
健
康
」
も
資
産
形
成

の
た
め
に
は
重
要
と
説
明
。

「
健
康
で
仕
事
を
継
続
で
き
る

こ
と
で
資
産
形
成
も
継
続
で
き

る
」
と
述
べ
、
お
金
の
置
き
場

所
を
時
間
軸
で
考
え
る
こ
と
、

将
来
の
た
め
に
は
お
金
も
健
康

も
大
切
で
あ
る
こ
と
、
投
資
は

比
較
的
リ
ス
ク
の
低
い
投
資
信

託
か
ら
始
め
て
み
て
は
ど
う
か

と
と
ま
と
め
た
。

　
最
後
に
、
現
在
の
生
命
保
険

な
ど
の
保
障
額
の
見
直
し
方
法

や
老
後
資
産
の
準
備
方
法
な

ど
、
実
際
に
寄
せ
ら
れ
た
個
別

相
談
内
容
を
紹
介
。
考
え
方
の

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
た
。

な
ど
の
流
動
資
金
（
短
期
）
は

預
貯
金
に
。
使
途
時
期
が
決

ま
っ
て
い
る
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー

ム
、
車
の
買
替
資
金
、
海
外
旅

行
資
金
な
ど
の
安
全
性
資
金

（
中
期
）
は
積
立
定
期
預
金
や

個
人
向
け
国
債
に
。
使
途
時
期

が
明
確
で
な
い
退
職
後
の
生
活

資
金
や
い
ざ
と
い
う
時
の
備
え

は
収
益
性
資
金
（
長
期
）
と
し

て
、
変
額
保
険
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
・

数
字
で
自
院
を
見
る

傾
向
が
分
か
る
財
務
情
報
に

statem
ent

）
と
貸
借
対
照

表
（
Ｂ
Ｓ
：
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
）
の
見
方
を
解
説
。
Ｐ
Ｌ
は

収
益
と
費
用
（
経
費
）
の
対
比

で
、
会
計
年
度
中
の
経
営
成
績

が
ど
う
だ
っ
た
か
を
見
る
も

の
。
Ｂ
Ｓ
は
資
産
、
負
債
、
純

資
産
の
対
比
で
、
会
計
年
度
末

日
の
財
務
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
説
明
し
、
ど
ち
ら
か

一
方
だ
け
で
な
く
、
両
方
を
見

る
こ
と
が
大
切
と
し
た
。
ま
た

山
口
氏
は
「
数
字
を
通
じ
て
自

院
を
見
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
ほ
し
い
」
と
強
調
。「
財

務
諸
表
を
理
解
し
、
医
院
の
お

金
の
動
き
を
知
る
こ
と
で
、
収

入
目
標
の
設
定
や
現
状
の
収
入

把
握
が
可
能
と
な
る
」
と
述
べ

た
。
加
え
て
、
固
定
費
が
割
り

出
さ
れ
る
こ
と
で
損
益
分
岐
点

と
な
る
収
入
を
導
き
出
せ
る
と

し
た
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書

に
も
触
れ
、
資
金
繰
り
表
を
作

成
す
る
こ
と
を
提
案
。「
月
次

で
入
金
予
定
額
や
出
勤
予
定
額

な
ど
を
ま
と
め
る
こ
と
で
自
院

の
実
際
の
お
金
の
流
れ
を
把
握

し
や
す
く
な
る
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
資
金
繰
り
表
の
作
成
が

難
し
い
医
院
で
は
、
窓
口
収
入

な
ど
の
現
金
を
毎
月
決
ま
っ
た

タ
イ
ミ
ン
グ
で
口
座
に
入
金

し
、
月
ご
と
の
通
帳
の
入
出

金
、
残
高
を
追
う
だ
け
で
も
お

金
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

講師の山口氏

講師の阪本氏

　
協
会
は
「
医
療
制
度
の
危
機
を
考
え
る
―
大
切
な
制
度
を
壊
さ
な
い
た
め
に
」
を
テ
ー
マ
に

市
民
連
続
学
習
会
・
第
1
回
「
地
域
医
療
の
危
機
」
を
10
月
19
日
に
佛
教
大
学
二
条
キ
ャ
ン
パ

ス
で
開
催
。
41
人
が
参
加
し
た
。「
今
、
地
域
医
療
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」
と
題

し
て
、
佛
教
大
学
准
教
授
の
長
友
薫
輝
氏
が
講
演
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
（
医
）

京
都
翔
医
会
西
京
都
病
院
理
事
長
兼
院
長
の
飯
田
洋
也
氏
、（
医
）そ
が
べ
医
院
院
長
の
曽
我
部

俊
介
氏
、（
医
）成
仁
会
吉
河
医
院
院
長
の
吉
河
正
人
氏
か
ら
地
域
の
実
態
を
報
告
後
、
意
見
交

換
し
た
。
医
療
機
関
経
営
の
深
刻
な
現
状
を
共
有
し
、
安
心
し
て
地
域
で
暮
ら
す
に
は
医
療
制

度
の
充
実
が
必
要
と
語
り
合
っ
た
。
進
行
は
吉
村
陽
理
事
、
開
会
あ
い
さ
つ
は
辻
俊
明
理
事
。

　
長
友
氏
は
「
医
療
は
供
給
が

需
要
を
決
定
す
る
」
と
し
て
、

住
民
は
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
医

療
機
関
が
あ
っ
て
こ
そ
受
診
で

き
、
な
け
れ
ば
受
診
は
抑
制
さ

れ
医
療
ニ
ー
ズ
は
潜
在
化
す
る

と
言
及
。
医
療
政
策
の
動
向
を

踏
ま
え
、
人
口
減
・
労
働
力
減

を
理
由
に
医
療
を
縮
小
し
て
い

い
の
か
と
問
題
提
起
し
た
。

　
自
治
体
病
院
の
9
割
、
大
学

病
院
の
7
割
が
赤
字
な
の
は
物

価
や
人
件
費
高
騰
だ
け
で
は
な

く
、医
療
政
策
の
問
題
と
指
摘
。

主
因
は
受
診
抑
制
、供
給
抑
制
、

平
均
在
院
日
数
短
縮
、
医
学
部

の
定
員
抑
制
な
ど
の
手
法
で
公

的
医
療
費
を
抑
制
し
て
き
た
こ

と
だ
と
強
調
。
医
療
か
ら
介
護

に
給
付
を
付
け
替
え
る
「
介
護

医
療
は
供
給
が
需
要
を
決
定

 

長
友 

薫
輝 

氏

　
国
民
医
療
費
に
占
め
る
公
的

負
担
に
も
言
及
し
た
。
23
年
の

国
民
医
療
費
48
兆
円
の
内
、
国

庫
は
25
％
に
過
ぎ
ず
、
被
保
険

者
保
険
料
28
％
と
患
者
負
担
12

％
を
合
わ
せ
て
40
％
が
国
民
の

負
担
と
強
調
。
社
会
保
障
全
般

で
も
最
も
負
担
し
て
い
る
の
は

被
保
険
者
で
、
本
来
税
で
負
担

す
べ
き
分
ま
で
社
会
保
険
料
で

賄
っ
て
き
た
結
果
と
指
摘
し
た
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
自
分

の
志
向
と
同
じ
よ
う
な
情
報
に

し
か
触
れ
な
く
な
る
フ
ィ
ル

タ
ー
バ
ブ
ル
で
分
断
や
対
立
が

生
ま
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
分

断
を
助
長
す
る
政
策
や
社
会
の

風
潮
に
も
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

地域で安心して暮らすには
市民らと学習会

経
営
努
力
に
も
限
界�

飯
田 

洋
也 

氏

京
都
市
の
病
院
か
ら

京
都
市
の
診
療
所
か
ら

福
知
山
市
の
診
療
所
か
ら

複
数
科
の
症
状
を
診
療�

吉
河 

正
人 

氏

安
上
が
り
の
医
療
に
懸
念�

曽
我
部 

俊
介 

氏

　
全
国
の
病
院
の
7
割
が
赤
字

と
な
っ
て
お
り
、
経
営
が
非
常

に
厳
し
い
。
2
0
2
5
年
の
上

半
期
だ
け
で
医
療
機
関
の
倒
産

件
数
は
35
件
に
達
し
、
深
刻
な

ペ
ー
ス
だ
。
背
景
に
は
コ
ロ
ナ

関
連
の
補
助
金
や
無
利
息
融
資

の
終
了
と
返
済
の
た
め
の
資
金

繰
り
の
悪
化
が
あ
る
。
光
熱

費
、
材
料
費
、
医
療
機
器
、
給

食
費
な
ど
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
ト
が

上
昇
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
診
療
報
酬
で
補
填
で
き
て
い

な
い
。
看
護
師
の
給
与
は
2
0

1
2
年
か
ら
の
10
年
間
ほ
と
ん

　
内
科
と
整
形
外
科
（
ペ
イ
ン

ク
リ
ニ
ッ
ク
）、
麻
酔
科
、
小

児
科
を
標
榜
し
、
医
療
過
疎
地

域
の
雑
貨
屋
的
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
2
0
0
6
年
の
1
市

3
町
の
合
併
以
降
の
20
年
間
で

人
口
が
1
割
減
少
。
30
数
年
診

療
を
続
け
て
い
る
が
、
レ
セ
プ

ト
件
数
は
最
盛
期
か
ら
半
分
程

だ
。
当
院
で
は
1
人
の
患
者
に

血
圧
測
定
、
整
形
外
科
的
な
処

置
や
必
要
に
応
じ
て
神
経
ブ

ロ
ッ
ク
ま
で
行
う
。
都
市
部
で

あ
れ
ば
複
数
の
医
療
機
関
を
受

診
す
る
内
容
で
も
、
当
院
で
は

全
て
初
診
で
対
応
す
る
。
そ
の

た
め
患
者
1
人
当
た
り
の
診
療

時
間
は
長
く
な
る
が
、
収
入
は

　
高
齢
者
が
増
加
す
る
と
医
療

費
が
増
加
す
る
の
は
当
然
で
、

国
の
予
算
に
限
り
が
あ
る
の
は

理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国

が
示
し
た
医
療
費
4
兆
円
削
減

は
あ
ま
り
に
唐
突
で
、
安
上
が

り
の
医
療
に
な
り
か
ね
な
い
。

政
治
の
動
向
と
医
療
が
直
面
し

て
い
る
実
情
に
は
大
き
な
溝
が

あ
る
。
診
療
報
酬
は
減
ら
さ
れ

て
い
る
が
、
職
員
の
給
料
を
下

げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
物

右から長友氏、飯田氏、曽我部氏、吉河氏

―
―
医
療
機
関
を
削
減
す

る
政
策
は
分
業
で
き
る
メ

リ
ッ
ト
と
受
診
で
き
な
く

な
る
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
。
ど
う
評
価
す
る
か
。

　
長
友　
分
業
で
き
る
ほ

ど
供
給
体
制
は
潤
沢
で
は

な
い
。
再
編
と
は
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
方
式
で
勝
者
は
一

つ
の
医
療
機
関
で
、
周
辺

の
医
療
機
関
は
統
合
や
縮

小
を
迫
ら
れ
る
。
地
域
に

よ
っ
て
は
住
み
続
け
る
こ

と
自
体
が
難
し
く
な
る
。

　
吉
河　
医
療
機
関
を
集

約
で
き
る
の
は
都
市
部

だ
。
過
疎
地
で
は
こ
れ
以

上
減
ら
さ
な
い
た
め
の
方

策
が
必
要
。

　
飯
田　
複
数
病
院
に
対

し
て
1
人
の
当
直
医
が
兼

務
し
よ
う
と
い
う
政
策
が

あ
る
が
、
患
者
に
急
変
が

起
き
た
際
の
対
応
は
不
可

能
。
車
で
15
分
か
か
っ
て

は
間
に
合
わ
な
い
。

―
―
1
人
の
当
直
医
が
複

数
医
療
機
関
を
診
る
の
は

か
な
り
無
理
筋
。

　
飯
田　
産
科
、
小
児
科

領
域
で
は
医
師
の
成
り
手

が
少
な
い
。
カ
ス
ハ
ラ
の

問
題
も
あ
り
、
や
り
が
い

よ
り
も
リ
ス
ク
が
高
い
か

ら
で
は
な
い
か
。
国
が

し
っ
か
り
守
る
仕
組
み
が

必
要
。
こ
れ
だ
け
頑
張
っ

て
経
営
し
て
も
締
め
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
納
得
で
き

な
い
。
声
を
上
げ
理
解
を

広
め
て
い
き
た
い
。

　
曽
我
部　
国
は
コ
ロ
ナ

禍
で
は
医
療
従
事
者
に
敬

意
を
表
す
る
と
言
っ
て
い

た
が
、
今
は
診
療
所
が
も

う
け
過
ぎ
と
言
う
。
マ
イ

ナ
保
険
証
を
巡
っ
て
も
大

き
な
混
乱
が
あ
る
。
個
人

で
で
き
る
こ
と
に
は
限
り

が
あ
る
が
、
日
々
の
診
療

以
外
で
も
や
れ
る
こ
と
を

考
え
続
け
た
い
。

　
吉
河　
コ
ロ
ナ
禍
で
は

全
国
で
搬
送
困
難
の
問
題

が
あ
っ
た
が
、
福
知
山
市

で
は
搬
送
困
難
事
例
は
ゼ

ロ
だ
っ
た
。
現
場
の
声
を

地
道
に
上
げ
続
け
た
い
。

保
険
」、病
床
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る「
地
域
医
療
構
想
」、高
齢

者
を
地
域
で
受
け
止
め
る
「
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
な

ど
、
医
療
か
ら
介
護
、
介
護
か

ら
地
域
へ
と
、
医
療
が
必
要
な

患
者
を
公
的
負
担
か
ら
無
償
の

代
替
力
に
移
行
さ
せ
て
き
た
政

策
を
批
判
し
た
。

品
の
費
用
も
値
上
が
り
、
こ
れ

ま
で
と
同
じ
よ
う
に
診
療
し
て

い
て
も
収
入
は
1
割
減
で
、
費

用
は
1
割
増
。
自
分
た
ち
の
給

料
を
削
っ
て
経
営
を
維
持
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

減
少
し
て
い
る
。

　
看
護
師
不
足
は
北
部
で
も
深

刻
だ
。
地
元
で
養
成
し
な
け
れ

ば
地
元
で
就
職
し
て
も
ら
え
な

い
た
め
、
福
知
山
医
師
会
と
し

て
准
看
護
学
校
を
運
営
し
て
い

る
が
定
員
割
れ
が
続
き
、
厳
し

い
。

地域医療の危機

ど
上
昇
し
て
い
な
い
。
慢
性
的

な
看
護
師
不
足
に
よ
り
紹
介
会

社
を
利
用
す
る
が
、
高
額
な
手

数
料
が
病
院
経
営
に
響
く
。
保

険
診
療
は
公
定
価
格
の
た
め
病

院
独
自
の
経
営
努
力
に
も
限
界

が
あ
る
。

2 0 2 5 年 （令和 7年） 1 2 月 1 0 日第 3 2 0 7 号 京 都 保 険 医 新 聞 （ 2 ）毎月10日・25日発行

資
産
管
理
は
目
的
別
に

�

第
2
回
お
手
軽
ウ
ェ
ブ
セ
ミ
ナ
ー

医院経営講習会

講 演

意見交換　現場の声を上げ続けたい



年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に
所定の「源泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴
収しなければならない。その源泉徴収した税額の年
間合計額は、給与を受け取った人の年間給与総額に
対する所得税額（年税額）と一致しないのが通常で
ある。
　その主な理由は、①源泉徴収税額表が年間を通し
て毎月の給与の額に変動がないものとして作られて
おり、実際には年の中途で給与の額が改定されてい
る場合があること②年の中途で扶養親族等に異動が
あっても、異動後の支払い分から源泉徴収税額を修
正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が
修正されないこと③配偶者特別控除や生命保険料・
地震保険料の控除など年末調整の際に控除されるも
のがあることなどが挙げられる。
　この不一致を精算するために、年間の給与総額が
確定する年末にその年の所得税額（年税額）を正し
く計算し、これまでに徴収した税額との差額を徴収
又は還付することが必要となる。この精算手続きを
「年末調整」と呼んでいる。

年末調整の事務手続き
①  源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払
額、給与・賞与から控除した社会保険料、源泉徴
収した税額の年間合計額を計算する。年の中途で
採用した従業員の場合には、前職（１月から退職
月まで）の源泉徴収票に記載された給与等の金額
を合算する。
②  ①で集計した年間の給与の総額から「給与所得
控除後の給与等の額」を求め、「所得控除」の合
計額を差引し、「課税所得金額」を算出する。「課
税所得金額」に税率を乗じて税額を求め、住宅借
入金等特別控除を控除して年調所得税額を算出す
る。
③  ②で求めた年調所得税額に102.1％乗じて、復
興特別所得税を含む年調年税額を算出する（100
円未満の端数は切り捨て）。

④  ③で求めた年調年税額と従業員から源泉徴収し
た年間の税額との差額を本人還付（不足の場合は
徴収）する。

⑤  従業員から源泉徴収した税額（未納付分）に年
末調整の過不足税額の合計額を加えて、翌年の１
月10日（納期の特例が提出されている場合は20
日）までに納付しなければならない。

年末調整事務の留意点

１．  2025年の年末調整における
主な改正事項

① 基礎控除の見直し
　基礎控除額は、合計所得金額に応じて、次のよう
に改正された。
　132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88
万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655
万円は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円
② 給与所得控除の見直し
　給与収入190万円以下の場合の給与所得控除の最
低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。
③ 扶養親族等の所得要件の改正
　扶養控除の対象となる扶養親族（扶養親族・同一

生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子）につい
ては58万円以下、勤労学生については85万円以下に
引き上げられ、所得要件が改正された。
④ 特定親族特別控除の創設
　所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の
親族を有する場合に受けられる特定親族特別控除が
創設され、その親族の合計所得金額に応じて控除
（最高63万円）される。
⑤ 通勤手当の非課税限度額の改正
　2025年人事院勧告（25年８月７日）が行われ、25
年４月１日以降の自動車などの交通用具使用者に対
する通勤手当の額の引き上げが勧告された。これを
受け、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正
が行われ、年末調整での対応が必要となる場合があ
る。

２．扶養控除等申告書など

　税務署から送付されている扶養控除等申告書など
に「QRコード」が付され、スマホ等でかざすと国
税庁のホームページの記載例を見ることができる。
① 扶養控除等（異動）申告書について
　「令和７年分扶養控除等申告書」
の提出がない場合（乙欄適用）には、
年末調整することはできない。25年
中に扶養親族等の異動があった場合
や「ひとり親（35万円控除」・「寡婦
（27万円控除）」に該当する場合は「扶養控除等申告
書」に変更の内容を記入しなければならない。
　源泉控除対象配偶者（合計所得金額が900万円以
下の所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金
額が95万円以下の者）がある場合には、「扶養控除
等申告書」に記入する必要がある。
　16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）について
は、扶養控除を受けることはできないが、住民税に
関する事項の欄には、記入する必要がある。
　19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶
養親族の欄に□✓を付ける（扶養控除の額63万円）。
所得者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者であ
る場合には、障害者の欄に□✓を付ける（障害者控除
の額：一般障害者27万円・特別障害者40万円・同居
特別障害者75万円）。
　 
（注）個人番号（マイナンバー）について
　マイナンバー制度の導入に伴って、2016年１
月１日以降に受理する「扶養控除等申告書」に個
人番号を記載することが義務付けられた。源泉徴
収票を市区町村に提出する際には、個人番号を記
載する必要がある。
　 
②  基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特
定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告
書について

 ア．基礎控除申告書
   　基礎控除の適用を受ける場合
は「基礎控除申告書」に本年中
の合計所得金額の見積額による
基礎控除の額を記入し、提出し
なければならない。

 イ．配偶者控除等特別控除申告書
   　合計所得金額1,000万円以下の所得者が配偶
者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合
は、「配偶者控除等申告書」に配偶者の合計所
得金額の見積額による控除額を記入し、提出し
なければならない。

 ウ．特定親族特別控除申告書
   　特定親族特別控除の適用を受ける場合は、
「特定親族特別控除申告書」に合計所得金額58
万円超123万円以下の特定親族（平成15年１月
２日から平成19年１月１日までの間に生まれた
人）の氏名・生年月日・合計所得金額の見積額
による控除額などを記入し、提出しなければな
らない。

 エ．所得金額調整控除申告書
   　所得金額調整控除の適用を受ける場合には、
「要件」欄の該当する項目に□✓を付け、扶養親
族等の氏名を記入し、提出しなければならな
い。

　 
（注）所得金額調整控除
　給与の収入金額が850万円を超える所得者で、
次の要件を満たすときは、給与収入金額（1,000
万円超は1,000万円）から850万円を控除した金
額の10％を給与所得の金額から控除される。な
お、共働きの場合は夫婦双方で適用を受けること
ができる。
＊一定の要件（いずれかに該当）
� 〇自身が特別障害者。
� 〇�同一生計配偶者（事業専従者を除く）または

扶養親族が特別障害者。
� 〇�23歳未満の扶養親族（所得金額の見積額58

万円以下）を有している。
　 
③ 保険料控除申告書について
　生命保険料控除や地震保険料控除
などの控除の適用を受ける場合は、
「給与所得者の保険料控除申告書」
を提出しなければならない。
 ア．国民年金保険料・国民年金基金掛金
   　国民年金保険料及び国民年金基金の掛金につ
いて社会保険料控除の適用を受ける場合は、
「保険料控除申告書」に支払額を記入するとと
もに証明書を添付しなければならない。２年分
の国民年金保険料を前納したときは、納めた年
に一括控除する方法と各年において控除する方
法を選択適用することができる。

 イ．後期高齢者医療制度の保険料
   　従業員が生計を一にする親族の後期高齢者医

療制度の保険料を口座振替等により支払った場
合は、社会保険料控除の適用を受けることがで
きる。なお、後期高齢者医療制度の保険料が年金
から天引きされている場合には、年金受給者が
社会保険料控除の適用を受けることになる。

 ウ．生命保険料
   　2012年分以後、一般生命保険料控除（旧：最

高５万円、新：最高４万円）と個人年金保険料
控除（旧：最高５万円、新：最高４万円）、介
護医療保険料控除（2012年１月１日以後締結等
したもの：最高４万円）との合計適用限度額が
12万円 とされた。なお、新旧両方の保険契約
を締結している場合は、新旧の保険契約ごとに
区分計算し、納税者の有利な方を選択すること
ができる。

 エ．地震保険料
   　地震保険料を支払った場合や一定の旧長期損

害保険料を支払った場合は地震保険料控除の適
用を受けることができる（最高５万円、旧長期
損害保険料のみは最高１万５千円）。

給与支払者にとって１年の締めく
くりとなる年末調整。橋本清治税
理士にポイントを解説いただいた。

税理士税理士
橋本 清治橋本 清治年末調整年末調整とと決算対策決算対策ののポイントポイント
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 オ．確定拠出年金
   　企業型年金加入者掛金又は個人型年金
（iDeCo）加入者掛金は小規模企業共済等掛金
控除の適用を受けることができる。本人が直接
支払ったものは「保険料控除申告書」に支払額
を記入するとともに証明書を添付しなければな
らない。

④ 調書方式による住宅借入金等の特別控除
　2025年分の年末調整から、調書方式（国税当局か
ら従業員の方に住宅借入金等の年末残高情報を提供
する方式）による住宅借入金等の特別控除の適用が
受けられる。

３． 2026年の留意事項

① 給与所得者の扶養控除等申告書の変更
　「令和８年分給与所得者の扶養控
除等申告書」の様式が変更された。
　所得者の控除対象扶養親族のうち
年齢19歳以上23歳未満（平成16年１
月２日から平成20年１月１日までの
間に生まれた人）に該当する者がいるときは特定扶
養親族の欄に□✓を付ける。また、特定親族（年齢19
歳以上23歳未満の親族で令和８年中の所得の見積額
が58万円超123万円以下）に該当する者がいるとき
は特定親族の欄に□✓を付ける。
② 源泉徴収税額表
　基礎控除の見直しなどにより、2026年分の「源泉
徴収税額表」が変更されているので、留意する必要
がある。

決算対策と消費税（1,000万円超個人事業者）
決算対策と消費税の留意点は次の通りである。

１．決算

　所得金額は、収入金額から必要経費を差し引きし
算出されるため、本年分の収入金額になるものや未
払経費・減価償却費など本年分の必要経費になるも
のを計上する必要がある。この手続きを「決算整
理」という。
（１）収入金額
　年内に保険診療・検診・予防接種等を行ったもの
で、年末までに入金していないものは、未収入金に
計上し収入金額に計上する必要がある。
（２）必要経費
① 薬品等の棚卸
　医薬品や診療材料等は、収入の原価として実際に
使用したものが必要経費となる。棚卸の金額は、年
末に残っている薬品等の数量（実際に調べる）にそ
の年の最終の仕入単価（納入価）を乗じて計算する
（消費税分はプラスする）。
② 少額減価償却資産の必要経費算入
　青色申告者が１個・１組30万円未満（消費税込）
の器具備品等を取得し事業に使用した場合には、取
得価額の合計額が300万円に達するまでの金額（25
年１月１日以降に開業された方は取得価額の合計額
300万円を按分計算）を取得した年の必要経費にす
ることができる。確定申告書に取得価額に関する明
細書を添付する必要がある。
　 
（注）�少額減価償却資産を取得した年に必要経費に算

入した場合でも償却資産税の対象資産となるの
で留意する必要がある。

　 
③ 減価償却制度について
　減価償却資産（建物・医療機械など）について07
年４月１日以後に取得したものと07年３月31日以前
に取得したものに区分し、それぞれの償却方法で減

価償却し、必要経費に計上する。07年３月31日以前
に取得した減価償却資産について償却費の累積額が
取得価額の95％に達している場合には、取得価額の
５％から１円を控除した額について、５年間均等償
却し、必要経費に計上する。
　所有権移転外リース契約ついては、リース資産を
売買により取得したものとされるため、リース料総
額（取得価額）をリース期間定額法により減価償却
し、必要経費に計上する。
　 
（注）�16年４月１日以後に取得する建物附属設備・

構築物の償却方法は定額法とされた。テナント
の内装工事等は償却資産税の対象となるので留
意する必要がある。

　 
④ 特別償却の必要経費算入等
　青色申告者が適用することができる主な特別償却
等は次の通りである。その選択にあたっては、その
可否を検討し、特別償却等を適用する必要がある。

「医療用機器等（新品）の特別償却（措置法12条の２）」
　2027年３月31日までに厚生労働大臣が指定した取
得価額500万円以上（消費税込）の医療用機器を取
得（所有権移転外リース契約を除く）し、事業の用
に供した場合には、普通償却費とは別に取得価額の
12％を特別償却することができる。また、一定の勤
務時間短縮用設備等や構想適合病院用建物等を取得
し事業の用に供した場合の特別償却制度が設けられ
ている（19年４月１日以降取得分）。

「中小企業者の機械等（新品）の特別償却又は税額
控除（措置法10条の３）」
　取得価額70万円以上（消費税込）の一定のソフト
ウエアを取得し、事業の用に供した場合には、普通
償却費とは別に取得価額の30％の特別償却か取得価
額の７％の税額控除のいずれか選択適用することが
できる。
　なお、所有権移転外リース契約についてはリース
料総額が上記要件を満たせば、税額控除の適用を受
けることができる。

「給与等の支給額が増加した場合の税額控除（措置
法10の５の４）」
　25年分について一定の要件を満たすときは、雇用
者給与等支給増加額の15％（教育訓練費増加要件を
満たす場合は25％）の税額控除の適用を受けること
ができる。

２．消費税

　2023年分の課税売上（検診や予防接種、自費診療
等）（注１）1,000万円超の事業者または24年分の特定期
間（注２）の課税売上1,000万円超の事業者は、25年分
の消費税課税事業者となる。
　25年分から新たに課税事業者になられた方で、簡
易課税制度を選択した場合には、簡易課税制度を２
年間継続する必要がある。26年分の消費税申告分か
ら「本則課税」から「簡易課税」、「簡易課税」から
「本則課税」に変更する場合や11年税法改正（注２）の
適用により26年分から課税事業者になられる方で、
「簡易課税制度」を選択する場合には、その可否を
検討し、25年12月31日までに税務署に所定の届出書
を提出する必要がある。
　 
（注１）�事業資産の譲渡や他の事業、不動産収入（地

代収入、居住用の賃貸収入は除く）なども自
費診療等に合算するので注意が必要である。

（注２）�免税事業者の判定（2011年消費税法改正）
		  �　基準期間（前々年）の課税売上が1,000万円

以下、前年の１月から６月まで（特定期間）の

課税売上が1,000万円以下（売上に代えてその
期間の給与支給額でもよい）のいずれにも該当
する者が免税事業者となる。

		  ＊�高額特定資産（税抜1,000万円以上）の取得
等した場合

		  �　課税事業者を選択及び簡易課税制度を選択し
ていない事業者が、16年４月１日以降、高額
特定資産を取得等した場合は、取得等した日の
属する課税期間の翌課税期間から２年間は、事
業者免税点制度及び簡易課税制度を適用されな
いこととされた。

		  ＊適格請求書（インボイス）制度
		  �　23年10月１日から、消費税の仕入税額控除

の方式としてインボイス制度が開始され、適格
請求書（インボイス）を発行できるのは「適格
請求書発行事業者」に限られる。この「適格請
求書発行事業者」になるためには、登録申請書
を提出し、登録を受ける必要がある。登録事業
者になると登録を取消しするまでは消費税の課
税事業者となるので留意する必要がある。

		  ＊２割特例制度
		  �　免税事業者からインボイス発行事業者として

課税事業者になられた方が対象となる。適用で
きる期間は、23年10月１日から26年９月30
日までの日の属する各課税期間となる。２割特
例の適用に当たっては、事前の届出は必要な
く、消費税の申告時に消費税の確定申告書に２
割特例の適用を受ける旨を付記することで適用
を受けることができる。

　 

３．電子帳簿保存

　電子取引・請求書等がメール配信される場合や事
業者のホームページに保存される場合があるので、
電子帳簿等の取扱いに留意する必要がある。

税制セミナー
今さら聞けない

「年収の壁」とは？
　税金や社会保険料の負担発生ラインとなる「年
収の壁」。2025年度税制改正により、この「年収
の壁」が引き上げられ、所得税は25年度年末調
整から実施されています。協会ではあらためて、
「年収の壁」の学習会を開催し、事業主・労働者
が注意すべき点を確認する機会としたいと考えて
います。

日　時 	 �2026年2月4日（水）  
14時～16時

場　所 	 �京都府保険医協会・会議室	
（ウェブ併用）

講　師 	� 竹内 紘太朗 税理士（ひろせ税理士法人）

参加費 	 �1,000円（要申込）� 	
※�会場参加は当日徴収、ウェブ参加は後日
請求書を送付。

共　催 	 �京都府保険医協会、京都府歯科保険医協
会、滋賀県保険医協会

日　時 	 �2026年2月10日（火）  
14時～16時

場　所 	 �京都府保険医協会・会議室	
（ウェブ併用）

内　容 	 �令和7年分の白色確定申告の留意点
講　師 	� 鴨井 勝也 税理士

参加費 	 �無料（要申込）

白色確定申告説明会

お申し込みは保険医協会事務局まで

（３面からの続き）
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不
全
骨
折
等
に
副
木
固
定
の
み
を
行
っ
た

場
合
の
創
傷
処
置

A

532532

スタッフ研修に
ご活用を 保険講習会
12月18日（木）
14時～16時
①保険基礎知識
②審査の仕組み・基礎知識
2026年１月28日（水）
14時～16時
①医療法立入検査対策
②新規個別指導対策
12月17日（水）
14時～16時
在宅医療点数の基礎知識
― 在宅医療を始める前に ―
＋ 個別相談会
2026年１月15日（木）
14時～16時
①診療所で起きる医事紛争
初期対応、②労災補償保険、
自賠責保険の基礎知識

場　所
　 京都府保険医協会・
会議室またはウェブ

参加費
無料（要申込）

A

B

C

D

お申込は
こちらから

Ｑ
、「
関
節
捻
挫
に
対
し
て

副
木
固
定
の
み
を
行
っ
た
場

合
、
Ｊ
0
0
0
創
傷
処
置
に
よ

り
算
定
し
、
副
木
は
特
定
保
険

医
療
材
料
の
項
に
よ
る
」
と
通

知
さ
れ
て
お
り
、
創
傷
処
置
52

点
＋
副
木
の
費
用
が
算
定
で
き

る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
手
指

の
徒
手
整
復
を
伴
わ
な
い
骨
折

（
不
全
骨
折
等
）
に
副
木
固
定

　
犬
笛
と
は
も
と
も
と
、
犬
に
し

か
聞
こ
え
な
い
周
波
数
の
音
を
出

し
て
調
教
に
用
い
る
道
具
。

　
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
政
治
家
な

ど
が
、
自
分
の
支
持
者
だ
け
に
通

じ
る
暗
号
的
な
表
現
を
用
い
て
、

人
々
の
考
え
や
行
動
を
操
る
こ
と

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
最
近
は
さ
ら
に
転
じ
て
、
特
定

の
個
人
や
集
団
を
攻
撃
す
る
よ
う

け
し
か
け
る
行
為
が
「
犬
笛
を
吹

く
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
国
民
を
守
る
党
の

立
花
孝
志
・
党
首
が
、
兵
庫
県
知

事
の
内
部
告
発
文
書
に
絡
み
、
元

県
議
に
つ
い
て
事
実
に
反
す
る
演

説
を
重
ね
た
と
し
て
名
誉
棄
損
罪

で
起
訴
さ
れ
た
。
元
県
議
は
、
彼

の
演
説
を
き
っ
か
け
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

よ
る
非
難
の
殺
到
や
脅
迫
電
話
な

ど
を
受
け
て
自
死
し
た
。

　
選
挙
活
動
に
名
を
借
り
て
デ
マ

を
ま
き
ち
ら
し
、
勝
手
放
題
を
し

て
き
た
立
花
党
首
の
む
ち
ゃ
く

ち
ゃ
な
行
動
を
考
え
れ
ば
、
刑
事

事
件
化
は
遅
い
ぐ
ら
い
だ
。

　
日
本
維
新
の
会
の
藤
田
文
武
・

共
同
代
表
は
、
公
設
秘
書
が
経
営

す
る
会
社
に
政
治
資
金
を
支
出
し

て
い
た
問
題
で
、
取
材
し
た
し
ん

ぶ
ん
赤
旗
の
記
者
の
名
刺
を
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
さ
ら
し
た
。
記
者
の
氏
名
、

非
公
開
の
部
署
直
通
電
話
番
号
、

一
部
を
消
し
た
記
者
の
携
帯
番

号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
載
せ
ら

れ
、
万
単
位
の
メ
ー
ル
が
殺
到
し

た
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
犬
笛
で
、

業
務
妨
害
の
教
唆
に
近
い
。

　
さ
か
の
ぼ
る
と
、
大
阪
府
知
事

に
な
る
前
の
橋
下
徹
氏
が
2
0
0

7
年
、
光
市
母
子
殺
害
事
件
の
被

告
の
弁
護
団
を
懲
戒
請
求
す
る
よ

う
テ
レ
ビ
番
組
で
呼
び
か
け
、
大

量
の
懲
戒
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
橋
下
氏
は
大
阪
弁
護

士
会
か
ら
業
務
停
止
2
カ
月
の
懲

戒
処
分
を
受
け
た
。

2
0
2
0
年
に
は
女
子
プ
ロ
レ

ス
ラ
ー
の
木
村
花
さ
ん
が
自
死
し

た
。
首
謀
者
の
有
無
は
定
か
で
な

い
が
、
テ
レ
ビ
番
組
で
の
言
動
を

き
っ
か
け
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
大
量
の
誹

謗
中
傷
を
受
け
て
い
た
。

　
埼
玉
県
で
は
近
年
、
ク
ル
ド
人

に
対
す
る
ヘ
イ
ト
デ
モ
や
嫌
が
ら

せ
行
為
が
、
一
部
の
政
治
家
な
ど

の
あ
お
り
で
起
き
て
い
る
。

　
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
犬
笛
を
吹
き
ま

く
っ
て
い
る
の
は
ト
ラ
ン
プ
米
大

統
領
。裁
判
官
、政
治
家
、大
学
、

メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
含
め
、
気
に
入

ら
な
い
人
物
や
組
織
に
対
す
る
攻

撃
を
露
骨
に
扇
動
し
て
い
る
。

　
自
分
で
は
や
ら
ず
に
不
特
定
多

数
に
よ
る
攻
撃
を
誘
導
す
る
犬
笛

の
吹
き
手
は
、
ず
る
い
。

　
そ
れ
に
付
和
雷
同
し
て
攻
撃
す

る「
犬
」た
ち
も
見
過
ご
せ
な
い
。

主
観
的
に
は
正
義
感
だ
ろ
う
が
、

ネ
ッ
ト
の
匿
名
性
に
隠
れ
、
自
分

の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
と
思
っ
て

他
者
を
袋
だ
た
き
に
す
る
の
だ
か

ら
、
卑
劣
き
わ
ま
り
な
い
。

　
侮
辱
罪
の
罰
則
強
化
は
行
わ
れ

た
も
の
の
、
刑
事
事
件
は
厳
密
な

立
証
が
求
め
ら
れ
、
捜
査
す
る
人

員
の
面
で
も
限
界
が
あ
る
。

　
民
事
の
賠
償
請
求
は
重
要
な
対

抗
手
段
だ
が
、
損
害
が
生
じ
て
か

ら
に
な
る
う
え
、
発
信
者
の
特
定

に
労
力
が
か
か
り
、
勝
訴
し
て
も

日
本
の
判
決
は
賠
償
額
が
安
い
。

　
不
当
な
集
団
攻
撃
の
扇
動
罪
の

創
設
、
発
信
者
情
報
の
簡
易
迅
速

な
開
示
、
匿
名
や
仮
名
に
よ
る
発

信
の
規
制
な
ど
、
何
ら
か
の
立
法

措
置
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
言
論
の
自
由
と
の
か
ね
あ
い
や

政
治
弾
圧
に
悪
用
さ
れ
る
懸
念
か

ら
、
慎
重
な
意
見
は
あ
る
が
、
人

命
が
失
わ
れ
る
な
ど
被
害
は
大
き

く
、
社
会
の
雰
囲
気
も
悪
化
し
て

い
る
。
集
団
攻
撃
は
、
異
論
の
封

圧
に
も
用
い
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　
犬
笛
を
吹
く
奴
ら
を
叩
き
の
め

せ
、
と
け
し
か
け
て
み
よ
う
か
。

「
犬
笛
」
に
厳
し
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を

金
融
共
済
委
員
会

（
11
／
19
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
審
査
3
件
、
加
入
審
査

2
件
を
審
査
し
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
今
回
は
案
件
な
し
。

③
保
険
医
年
金
分
科
会

　
保
険
医
年
金
の
幹
事
会
社
の

大
樹
生
命
株
式
会
社
、
引
受
会

社
の
第
一
生
命
保
険
株
式
会
社

の
担
当
者
が
出
席
し
、
24
年
度

決
算
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
概

要
は
以
下
の
通
り
。

　「
年
金
開
始
前
」
全
国
決
算

は
掛
金
収
入
額
4
9
8
億
1
1

2
7
万
円
で
対
前
年
比
91
・
7

％
。
う
ち
月
払
掛
金
は
3
8
3

億
8
1
7
7
万
円
で
対
前
年
比

94
・
7
％
。
一
時
払
掛
金
は
1

1
3
億
3
7
5
0
万
円
で
対
前

年
比
82
・
5
％
と
な
っ
た
。
京

都
の
月
払
掛
金
収
入
額
は
7
億

3
0
5
6
万
円
で
、
対
前
年
比

92
・
2
％
。
一
時
払
掛
金
は
1

億
7
5
0
0
万
円
で
対
前
年
比

63
・
8
％
と
な
り
、
掛
金
合
計

9
億
5
5
6
万
円
、
対
前
年
比

84
・
9
％
に
減
少
し
た
。

　
全
国
の
脱
退
一
時
金
は
4
3

3
億
7
0
7
8
万
円
で
対
前
年

比
1
1
8
・
1
％
の
支
払
い
と

な
っ
た
。
京
都
で
も
10
億
7
8

7
7
万
円
で
対
前
年
比
1
0
5

％
と
支
払
い
が
増
加
し
た
。

　
全
国
の
年
度
末
加
入
者
数
は

3
万
8
9
9
4
人
、
加
入
口
数

36
万
7
2
1
0
口
と
な
り
、
う

ち
京
都
の
加
入
者
数
は
7
0
7

人
、
加
入
口
数
7
4
8
4
口
で

あ
る
。

　「
年
金
開
始
後
」
全
国
年
金

受
給
者
は
年
度
末
時
点
で
9
0

1
0
人
、
京
都
で
は
3
5
2
人

と
な
っ
た
。

　
保
険
医
年
金
は
安
定
性
・
安

全
性
・
自
在
性
に
富
ん
だ
制
度

で
、
国
内
生
保
会
社
6
社
の
共

同
受
託
で
運
営
し
て
い
る
。
2

0
2
4
年
度
は
実
績
配
当
1
・

3
1
4
％
と
な
っ
た
。
加
入
者

の
積
立
金
は
毎
年
決
算
時
に
責

任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
ら

れ
、「
年
金
開
始
前
」「
年
金
開

始
後
」
の
全
国
年
末
責
任
準
備

金
は
1
兆
3
2
0
1
億
1
1
7

9
万
円
（
対
前
年
比
98
・
8

％
）、
京
都
で
は
3
2
2
億
9

3
4
7
万
円
（
対
前
年
比
96
・

6
％
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

加
入
者
へ
の
積
立
金
通
知
書
は

10
月
下
旬
か
ら
11
月
初
旬
に
大

樹
生
命
か
ら
発
送
さ
れ
た
。

の
み
を
行
っ
た
場
合
は
創
傷
処

置
の
算
定
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
、
創
傷
処
置
52
点
＋
副
木

の
費
用
が
算
定
で
き
ま
す
。
副

木
の
「
機
能
区
分
の
定
義
」
に

「
骨
折
部
位
を
支
持
固
定
す
る

材
料
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
お

り
、
骨
折
の
固
定
で
あ
っ
て
も

創
傷
処
置
は
算
定
で
き
ま
す
。

関
節
捻
挫
の
取
扱
い
通
知
は
、

副
木
の「
機
能
区
分
の
定
義
」に

か
か
わ
ら
ず
捻
挫
で
も
算
定
で

き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
協
会
は
11
月
27
日
、
衆
議
院

厚
生
労
働
委
員
会
で
の
医
療
法

等
改
正
法
案
の
採
決
を
受
け
、

「
国
会
の
良
識
が
問
わ
れ
る
事

態
」
と
の
渡
邉
副
理
事
長
の
談

話
を
発
表
し
た
。
賛
成
多
数
で

の
採
決
で
反
対
は
共
産
・
れ
い

わ
。

　
同
法
案
は
石
破
政
権
時
の
2

0
2
5
年
2
月
に
閣
法
と
し
て

法
案
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
先

の
国
会
で
は
実
質
的
に
審
議
さ

れ
な
い
ま
ま
先
送
り
と
な
り
、

高
市
政
権
（
自
民
・
維
新
連
立

政
権
）
の
発
足
後
の
今
国
会
で

異
様
な
ス
ピ
ー
ド
で
採
決
さ
れ

て
お
り
、
審
議
が
尽
く
さ
れ
た

と
は
到
底
言
え
な
い
。

　
本
法
案
と
併
行
し
、
自
民
・

公
明
・
維
新
の
3
党
、
立
憲
・

国
民
の
2
党
が
各
「々
修
正
案
」

を
取
り
ま
と
め
、
最
終
的
に
与

野
党
案
と
し
て
一
本
化
。
改
正

案
と
と
も
に
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
た
。
談
話
は
修
正
案
に
つ

い
て
も
と
も
と
の
「
法
案
を
凌

ぐ
『
病
床
削
減
』『
開
業
規
制
』

推
進
が
羅
列
さ
れ
」「
国
民
の

見
え
る
場
所
で
修
正
論
議
を
積

み
重
ね
、
そ
の
結
果
、
与
野
党

が
一
致
し
た
修
正
案
が
つ
く
ら

れ
た
と
い
う
経
過
で
す
ら
な

い
」
と
批
判
。
そ
の
上
で
、

「
本
法
案
は
新
旧
対
照
表
で
4

0
0
ペ
ー
ジ
を
は
る
か
に
超

え
、
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
一

括
法
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
隅

々
ま
で
熟
知
し
て
審
議
に
あ
た

る
時
間
が
国
会
議
員
に
保
障
さ

れ
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ

ず
、
ま
し
て
や
国
民
に
対
し
て

は
何
ら
積
極
的
な
説
明
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
本
法
案
を
こ
の

よ
う
な
形
で
成
立
さ
せ
る
よ
う

な
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な

い
」
と
厳
し
く
抗
議
し
た
。

談話全文は
協会ホームページ

に掲載

医療法等改正法案は
こんな短期間で採決
すべき内容ではない

保
険
医
協
会
談
話
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原　昌平  （ジャーナリスト）
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告知内容に
よっては告知
書の提出と診
査が必要な場
合があります。お手頃な掛金で、安心の上乗せをしませんかお手頃な掛金で、安心の上乗せをしませんか

申し込みは健康状態等の告知のみ申し込みは健康状態等の告知のみ

※毎月10日締切で受付。効力発行は 2 カ月後の 1 日から。

●  万が一の場合の死亡・所
定の高度障がいを保障。

● 保険金は500～6,000万円
から選択できます。

配当率 2.06%（2024年度実績）
※ 年間保険料に対する割合

加入例

●死亡保険金額　3,000万円
●保険料（月額）
　40歳男性　3,300円
　40歳女性　2,760円

（配当金のお受け取りで実質の保険料負担は軽減されます ）

生命保険グループ保険グループ保険

年齢により
加入できる
保険金額は
異なります

　2016年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「源泉徴収票」から個人番号欄
が追加されている。マイナンバー制度にのっとって年末調整事務を行う場合は、事前に安
全管理措置を講じた上で、マイナンバーの取得・利用・提供・収集・保管・廃棄を適切に
行わなければならない。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも税務署が書類を受理
しないことはない。安全管理措置等の医療機関実務の留意点について、本紙2940号付録
（15年９月５日発行）で詳細をお伝えし、協会ホームページにも掲載しているので、ご確
認いただきたい。

年末調整事務に係るマイナンバーの取扱い



　
漢
方
薬
の
処
方
名
は
独
特
で

あ
り
、
医
師
が
と
っ
つ
き
に
く

い
理
由
の
一
つ
だ
。
と
は
い

え
、
一
見
分
か
り
に
く
い
処
方

名
に
は
い
く
つ
か
ル
ー
ル
が
あ

る
。

　
①
処
方
の
中
心
に
な
る
生
薬

の
名
前
を
冠
し
て
い
る
。
例
：

葛か
っ
根こ

ん
湯と

う

　
②
処
方
の
作
用
を
示
し
て
い

る
。
例
：
補ほ

ち
ゅ
う
え
っ
き
と
う

中
益
気
湯
（
体
の

中
＝
消
化
機
能
を
補
い
、
気
を

増
や
す
）

　
た
だ
し
例
外
も
し
ば
し
ば
あ

る
。

　
例
え
ば
神し

ん
ぴ
と
う

秘
湯
。
喘
息
や
咳

に
使
用
す
る
処
方
で
あ
る
が
、

「
霊
験
あ
ら
た
か
な
薬
効
が
あ

る
」
こ
と
か
ら
こ
の
名
前
と

な
っ
て
い
る
。
な
ん
か
適
当
に

命
名
し
た
感
が
あ
る
が
。

女に
ょ
し
ん
さ
ん

神
散
と
い
う
処
方
も
あ

る
。「
女
神
の
よ
う
に
効
く
か

ら
」
…
…
で
は
な
く
、「
女
性

の
血
の
道
（
今
で
い
う
月
経
・

女
性
ホ
ル
モ
ン
関
係
の
病
気
）

に
神
効
が
あ
る
」
か
ら
こ
の
処

方
名
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
加か

み
し
ょ
う
よ
う
さ
ん

味
逍
遙
散
と
い
う
処

方
が
あ
る
。
更
年
期
の
ホ
ッ
ト

フ
ラ
ッ
シ
ュ
や
め
ま
い
、
肩
こ

り
な
ど
に
頻
用
さ
れ
る
薬
で
あ

る
。「
逍
遥
」
と
い
う
の
は

「
あ
ち
こ
ち
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
」

と
い
う
意
味
な
の
だ
が
、
な
ぜ

こ
ん
な
処
方
名
が
つ
け
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
有
名
な
小

話
が
あ
る
。

　
三
人
の
医
者
が
い
た
。

　
「
加
味
逍
遙
散
の
『
逍
遥
』

は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

知
っ
て
い
る
か
？
」
と
一
人
が

言
っ
た
。

　
「
患
者
の
症
状
が
不
定
愁
訴

の
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
移
り
変
わ

る
か
ら
『
逍
遥
』
だ
ろ
う
」
と

二
人
目
が
答
え
た
。

　
「『
逍
遥
』
す
る
の
は
患
者
本

人
だ
。
ド
ク
タ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
医
者

に
か
か
り
た
が
る
の
だ
ろ
う
」

と
三
人
目
が
答
え
た
。

　
「
違
う
ね
。
実
は
『
逍
遥
』

す
る
の
は
医
者
だ
」
最
初
の
一

人
が
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た
。「
あ

れ
こ
れ
言
う
患
者
に
振
り
回
さ

れ
て
、
治
療
方
針
が
コ
ロ
コ
ロ

変
わ
っ
て
し
ま
う
の
さ
」

　
実
際
の
命
名
の
由
来
は
「
患

者
の
症
状
が
移
り
変
わ
る
か

ら
」
な
の
だ
が
、「
医
者
の
治

療
方
針
が
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
」

と
い
う
説
に
は
思
わ
ず
ギ
ク
ッ

と
さ
せ
ら
れ
る
。

　
皆
さ
ん
も
つ
い
つ
い
「
逍

遥
」
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

ブレずにいきたい

田中 寛之（舞鶴）
八

福島原発事故から15年。国は
原発の「最大限活用」に舵を
切り、原発の新設に向けた具
体的な動きも進んでいます。温暖化対策やＡＩ
活用によりデータセンサーで大量の電気が必要
だから原発最大限活用というが、実際はどうな
のか。原発のコストが安いという言説も振りま
かれているが、原発新設に掛かる巨額の建設
費を電気料金へ上乗せする制度とはどういうこ
となのか。脱原発の社会に向けての課題を解
説します。

講演　 脱原発の社会へ
大島 堅一 氏

（龍谷大学教授）

　講習会等の申込・詳細は協会ホームページでも案内。協会ホームペー
ジのトップページの「セミナー・講習会」からご確認いただけます。

講習会等参加申込方法

　京都府保険医協会は第210回定時代議員会をハイブリッド形式で開催します。代議員の
方はぜひご出席下さい。代議員が欠席の場合は、予備代議員の出席をお願いします。
　また、京都府保険医協会議事規定第４章第21条により、代議員が議案を提出される
場合は、同規定に定められた手続きでご提出下さい。議案書は１月中旬頃に発送の予
定です。

日時 2026年1月29日（木）14時～15時30分
場所 京都府保険医協会・会議室（ハイブリッド形式）
議題 ①2025年度上半期活動報告　②2025年度下半期重点方針　③決議採択、等

第210回定時代議員会

2026バイバイ原発きょうと プレ講演会

龍谷大学深草キャンパス
慧光館1階102（伏見区深草塚本町67）

2026年 14時～
16時土1 24

資料代 500円
共　催  
バイバイ原発きょうと実行委員会
京都府保険医協会
京都府歯科保険医協会
お問い合わせは 京都府保険医協会まで
※ 2026バイバイ原発は2026年３月７日（土）円山公園

音楽堂で開催

申込不要

手びねり・電動ろくろで世界に一つの器を作りませんか。
ご家族、スタッフのご参加も歓迎します。

陶芸教室 お申込は
こちらから2026年1月25日○日

10時30分～12時30分

　京都府独自の福祉医療制度41434445や自立支援医療、難病医療など
を中心に、公費負担医療の基礎的事項を分かりやすく解説します。説
明会のテキスト『公費負担医療等の手引（2025年11月版）』は11月中
旬に会員各位に１冊送付しました。追加購入は１冊5,500円です。

12月16日（火）14時～16時30分
場ﾠ所　 木津川市中央交流会館「いずみホール」
共ﾠ催 （一社）相楽医師会

木津川市
会場

※会場のみ

詳細・
お申込みは
こちらから

参加費無料ややこしい公費を基礎から解説 !

エクシブ京都八瀬離宮「陶芸 和楽」
（ 左京区八瀬野瀬町74-1　TEL 075-707-2888）
※ 叡山電車「八瀬比叡山口駅」下車徒歩１分。
※ 送迎バス10時発（地下鉄「国際会館駅」３番出口より東へ40m、南側に停車。
乗車予約不要。所要時間約15分）。

※自家用車の場合、駐車場あり。

場所

12人（要申込・先着順。定員に達し次第締め切り）
※ 「電動ろくろ」で３・４番目にお申込みの方は、作陶までに40分程度お待ちい
ただきます。お早目にお申込み下さい。

定員

福祉医療の制度を中心に「公費負担医療」の説明会

2,200円［手びねり］　3,850円［電動ろくろ］
※ 手びねり＋電動ろくろで作陶の場合：4,400円。参加費は当日徴収。作品は後
日発送（宅配便着払い）。粘土の追加購入可能（大きな器や複数品作陶の場合）。

参加費

京都府保険医協会　融資斡旋利率表
（新　規）2025年12月～2026年５月金融共済委員会承認分適用
（既借入）2026年１月～12月適用

　保険医協会の制度融資［開業医・病院・勤務医融資］の利率が変わります（金利上昇
に伴い前年比＋0.4％）。
　新規借入分の利率は毎年２回［６月１日・12月１日］見直し、下表利率は25年12月～
26年５月の金融共済委員会で承認される案件に適用します。
　既借入分の利率は毎年１回［12月１日］見直し、下表利率は26年１月～12月に適用します。
　新規開業の手数料優遇（無料）を継続し、医業経営を引き続き支援します（その他は
事務手数料要）。
　取扱いは京都銀行［基金・国保の診療報酬振込（勤務医は給与振込）指定銀行］です。
保険医協会までお気軽にご相談下さい。

融資の利率が変わります融資の利率が変わります 新規開業資金の
手数料優遇

種 別 制度名 限度額（万円） 返済期間（カ年） 利率（年％）

開 業 医

設 備 資 金 13,000 20 1.35
長 期 運 転 資 金 1,000 ５ 1.35
中 期 運 転 資 金 1,000 ３ 1.25
短 期 運 転 資 金 1,000 １ 1.20
子 弟 教 育 資 金 3,000 10 1.55

病 　 院
病 院 設 備 資 金 50,000 20 1.95
病 院 運 転 資 金 3,000 ３ 1.75

勤 務 医
新 規 開 業 資 金 10,000 20 1.55
勤務医子弟教育資金 2,000 10 1.55
勤務医生活安定資金 500 ３ 1.25

自 由 ロ ー ン 5,000 10 1.85
（2025年12月１日現在）
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正
木
浩
哉
氏
（
享
年
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、
西

陣
）
10
月
29
日
ご
逝
去

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。
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